
�

中
央
幼
稚
園
施
設
整
備
事
業
＝
１
２
１
，

５
７
７
、
中
学
校
海
外
交
流
事
業
＝
６
，

４
１
９
、
国
東
柔
剣
道
場
改
修
工
事
＝

４
，
７
２
５
、
泉
福
寺
仏
殿
保
存
修
理

事
業
＝
６
，
９
６
２
等
）
に
使
わ
れ
て
い

ま
す
。

災
害
復
旧
費
…
台
風
な
ど
の
災
害
に
よ
り

被
害
を
受
け
た
道
路
等
の
公
共
施
設
や

農
地
等
の
復
旧
に
関
す
る
経
費（
農
地
災

害
復
旧
費
＝
６
，
１
３
７
、
農
業
用
施

設
災
害
復
旧
費
＝
１
０
，
０
８
６
、
道

路
橋
梁
災
害
復
旧
費
＝
１
１
，
２
６
７

等
）
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

公
債
費
…
借
入
金
の
返
済
に
使
わ
れ
て
い

ま
す
。

諸
支
出
金
…
市
の
貯
金
に
あ
た
る
基
金
積

立
金
や
土
地
等
の
購
入
費
に
使
わ
れ
て

い
ま
す
。

特
別
会
計
の
決
算
の
概
要

（
文
中
の
数
字
は
決
算
額
で
、
単
位
は
千
円
で
す
）

◎
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業
特
別
会
計

　

同
和
地
区
の
環
境
改
善
の
た
め
、
住
宅

新
築
資
金
や
住
宅
改
修
資
金
な
ど
の
貸
与

を
行
う
会
計
で
す
。
現
在
は
、
新
規
貸
付

け
は
な
く
、
過
去
の
貸
付
者
か
ら
の
徴
収

業
務
と
国
へ
の
償
還
業
務
を
行
っ
て
い
ま

す
。
歳
入
の
主
な
も
の
は
貸
付
者
か
ら
の

徴
収
金
７
，
２
４
８
で
、
歳
出
の
主
な
も

の
は
、
国
に
対
す
る
借
入
金
の
返
済
金
８
，

９
７
７
で
す
。

◎
国
東
自
動
車
学
校
特
別
会
計

   

国
東
自
動
車
学
校
の
管
理
・
運
営
等
を

行
う
会
計
で
、
１
７
６
名
の
入
校
者
が
あ

り
ま
し
た
。
歳
入
の
主
な
も
の
は
、
授
業

料
等
の
使
用
料
４
３
，
２
７
７
で
、
歳
出

の
主
な
も
の
は
、
職
員
人
件
費
な
ど
４
６
，

３
８
７
で
す
。

◎
サ
イ
ク
リ
ン
グ
タ
ー
ミ
ナ
ル
事
業
特
別
会
計

　

サ
イ
ク
リ
ン
グ
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
お
い

て
、
宿
泊
や
食
事
あ
る
い
は
自
転
車
の
貸

出
し
を
目
的
に
設
置
さ
れ
た
会
計
で
、
４
，

８
７
７
人
の
宿
泊
者
、
３
６
３
人
の
自
転

車
利
用
者
が
あ
り
ま
し
た
。
歳
入
の
主
な

も
の
は
、
宿
泊
使
用
料
等
３
０
，
５
８
１

繰
越
金
８
，
１
７
９
で
、
歳
出
の
主
な
も
の

は
、
職
員
人
件
費
な
ど
施
設
の
管
理
運
営

費
３
６
，
５
４
４
で
す
。

◎
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計

　

農
業
や
自
営
業
及
び
退
職
者
の
方
を
対

象
に
、
疾
病
、
負
傷
、
出
産
、
死
亡
に
関
し

て
、
必
要
な
保
険
給
付
を
行
う
会
計
で
す
。

歳
入
の
主
な
も
の
は
、
保
険
給
付
費
等
に

係
る
国
・
県
支
出
金
１
，
５
９
７
，
６
７
５

と
国
民
健
康
保
険
税
８
７
７
，
６
３
５
で
、

歳
出
の
主
な
も
の
は
、
保
険
給
付
費
２
，

９
４
５
，
６
１
５
で
す
。

◎
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計

　
（
保
険
事
業
勘
定
）

　

老
後
の
安
心
を
社
会
全
体
で
支
え
る
こ

と
を
目
的
に
、
利
用
者
の
希
望
を
尊
重
し

た
総
合
的
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
保
険
給
付

を
行
う
会
計
で
す
。
歳
入
の
主
な
も
の
は
、

介
護
給
付
費
等
に
係
る
国
・
県
支
出
金
１
，

３
４
０
，
０
８
９
と
介
護
保
険
料
４
８
４
，

５
１
４
で
、
歳
出
の
主
な
も
の
は
、
介
護
給

付
費
２
，
９
５
４
，
３
２
１
で
す
。

◎
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計

　
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
）

　

姫
見
苑
、
む
さ
し
苑
で
の
施
設
入
所
サ
ー

ビ
ス
な
ど
を
提
供
す
る
た
め
の
会
計
で
す
。

歳
入
の
主
な
も
の
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
収

入
５
６
５
，
２
５
９
で
、
歳
出
の
主
な
も
の

は
、
職
員
人
件
費
や
嘱
託
職
員
賃
金
な
ど

４
６
３
，
１
７
５
で
す
。

◎
老
人
保
健
医
療
事
業
特
別
会
計

　

７５
歳
以
上
の
方
の
医
療
費
に
対
し
て
、

医
療
給
付
を
行
う
会
計
で
す
。
歳
入
の
主

な
も
の
は
、
医
療
給
付
費
等
に
係
る
支
払

基
金
交
付
金
２
，
７
６
８
，
４
５
３
国
・

県
支
出
金
２
，
２
１
６
，
３
９
１
で
、
歳

出
の
主
な
も
の
は
、
医
療
給
付
費
等
５
，

３
７
３
，
０
４
８
で
す
。

◎
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計

　

安
全
で
お
い
し
い
飲
用
水
を
供
給
で
き

る
よ
う
、
水
道
施
設
な
ど
の
管
理
・
運
営
等

を
行
う
会
計
で
す
。
歳
入
の
主
な
も
の
は
、

水
道
使
用
料
２
７
６
，
６
２
１
で
、
歳
出

の
主
な
も
の
は
、
借
金
の
返
済
金
２
９
３
，

３
７
６（
繰
上
償
還
等
８
５
，
０
５
３
含
む
）

な
ど
で
す
。

◎
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

　

国
東
地
区
の
都
市
計
画
区
域
を
主
に
、

生
活
排
水
等
を
浄
化
し
、
公
衆
衛
生
の
向

上
と
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
の
た
め
に

設
置
さ
れ
た
会
計
で
す
。
歳
入
の
主
な
も

の
は
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
２
６
６
，

８
４
０
で
、
歳
出
の
主
な
も
の
は
、
借
金
の

返
済
金
２
３
５
，
３
６
０
な
ど
で
す
。

◎
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

   

国
見
・
武
蔵
・
安
岐
地
区
に
お
い
て
、
生

活
排
水
等
を
浄
化
し
、
公
衆
衛
生
の
向
上

と
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
の
た
め
に
設

置
さ
れ
た
会
計
で
す
。
歳
入
の
主
な
も
の

は
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
６
３
９
，

１
９
１
で
、
歳
出
の
主
な
も
の
は
、
借
金
の

返
済
金
６
０
１
，
９
８
８
な
ど
で
す
。

◎
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計

　

安
岐
地
区
の
農
業
集
落
内
の
生
活
排
水

等
を
浄
化
し
、
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全

と
環
境
の
改
善
を
図
る
た
め
に
設
置
さ
れ

た
会
計
で
す
。
歳
入
の
主
な
も
の
は
、
一
般

会
計
か
ら
の
繰
入
金
３
８
，
２
９
０
で
、
歳

出
の
主
な
も
の
は
、
借
金
の
返
済
金
３
６
，

０
２
０
な
ど
で
す
。

◎
浄
化
槽
設
置
事
業
特
別
会
計

　

武
蔵
地
区
の
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水

道
事
業
の
計
画
区
域
外
地
域
に
お
け
る
公

共
用
水
域
の
水
質
保
全
と
環
境
の
改
善
を

図
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
会
計
で
す
。
歳

入
の
主
な
も
の
は
、
使
用
料
手
数
料
９
７
１

で
、
歳
出
の
主
な
も
の
は
、
浄
化
槽
保
守

点
検
等
手
数
料
９
４
７
な
ど
で
す
。

◎
工
業
用
水
道
事
業
特
別
会
計

　

企
業
に
工
業
用
の
水
を
供
給
す
る
た
め

に
設
置
さ
れ
た
会
計
で
、
ソ
ニ
ー
セ
ミ
コ
ン

ダ
ク
タ
九
州
㈱
大
分
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
セ
ン

タ
ー
に
年
間
１
５
６
，
０
０
４
立
方
メ
ー

ト
ル
を
供
給
し
ま
し
た
。
収
益
的
収
入
の

主
な
も
の
は
、
給
水
収
益
２
５
，
６
０
２

で
、
収
益
的
支
出
の
主
な
も
の
は
、
人
件

費
な
ど
の
総
係
費
１
８
，
９
２
９
な
ど
で

す
。
資
本
的
収
入
は
無
く
、
資
本
的
支
出

の
主
な
も
の
は
、
集
中
管
理
シ
ス
テ
ム
導

入
費
１
７
，
４
２
６
借
入
金
の
返
済
金
３
，

７
７
９(

繰
上
償
還
２
，
２
１
１)

な
ど
で
す
。

◎
市
民
病
院
事
業
特
別
会
計

　

地
域
医
療
の
中
核
病
院
と
し
て
、
健
康

保
持
に
必
要
な
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
を

目
的
に
設
置
さ
れ
た
会
計
で
す
。
収
益
的

収
入
の
主
な
も
の
は
、
入
院
収
益
・
外
来
収

益
な
ど
の
医
業
収
益
３
，
１
０
６
，
５
２
１

で
、
収
益
的
支
出
の
主
な
も
の
は
、
人
件

費
な
ど
の
医
業
費
用
３
，
２
２
６
，
３
８
１

な
ど
で
す
。
資
本
的
収
入
の
主
な
も
の
は
、

一
般
会
計
か
ら
の
出
資
金
１
０
８
，
９
８
５

で
、
資
本
的
支
出
の
主
な
も
の
は
、
借
入

金
の
返
済
金
２
９
７
，
５
０
３(

繰
上
償
還

等
１
４
５
，
９
４
７
含
む) 

な
ど
で
す
。
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